
 

 
 

 

2026年３月31日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ 

代表者名  代 表 取 締 役 金 尚昱 

 （コード番号：6561 東証グロース） 

問合せ先  執行役員経営管理部長 田中 一彰 

 （TEL. 03-6629-4755） 

 

支配株主等に関する事項について 

 

当社の親会社であるＨＡＮＡＴＯＵＲ ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ．について、支配株主等に関する事項は下記

のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2025年12月31日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分   計 

ＨＡＮＡＴＯＵＲ  

ＳＥＲＶＩＣＥ  

ＩＮＣ． 
親会社  54.47  －  54.47  

 

・韓国取引所 

・ロンドン証券取引所 

 

２． 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の親会社等との関係 

（１） 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係、人的

関係 

 

ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ．は、韓国国内において旅行業を展開しており、2025年12月31日現

在、当社の議決権の54.47％を所有する親会社に該当し、当社は同社の連結子会社となっております。 

親会社との取引関係については、親会社グループが募集した訪日ツアーについて、当社が日本国内

における宿泊施設や交通機関の手配及び各種観光施設等の旅行商品の手配・提供を行い、その対価を

得ております。 

取引については、他の旅行会社との取引と同様に決定しており、当社取締役会は、当該取引条件に

ついて、他社との取引条件等を比較しその適正性等を検証した上で、当社グループの利益を害するも

のではないことを確認しております。 

人的関係については、当社の取締役６名のうち１名が親会社の役員を兼任しております。 

なお、ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ．への出向及び受入はありません。 

 

 

 



 

（役員の兼務の状況） 

役職 氏名 親会社における役職 就任理由 

取締役 柳 敞淏 

ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ． 

副社長 

供給本部長 

上場会社グループにおける営業に係

る知見の活用及びコーポレート・ガ

バナンス体制の強化 

取締役 張 瀞允 

ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ． 

日本事業部署長 

上場会社グループにおける営業に係

る知見の活用及びコーポレート・ガ

バナンス体制の強化 

取締役 李 振鎬 

ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ． 

財務本部長 

上場会社グループにおける管理業務

に係る知見の活用及びコーポレー

ト・ガバナンス体制の強化 

 

（２） 親会社等の企業グループに属することによる事実上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグ

ループ企業との取引関係や人的関係、資本関係等から受ける経営・事業活動への影響等 

 

現在、親会社グループにおいて、日本向けツアーの手配業務を行う企業はなく、当社グループとの

間には、特に制約はなく事業の棲み分けがなされ、競合関係もありません。 

今後、親会社における経営方針の変更や経営状態の悪化等が生じた場合には、当社グループの経

営・事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

 

３． 支配株主等との取引に関する事項 

 親会社との主な取引内容は、下表のとおりです。 

  （自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 

議決権等の 

所有(被所有) 

割合（％） 

関連当事者 

との関係 
取引内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親会社 
ＨＡＮＡＴＯＵＲ 

ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ． 

（被所有） 

直接 54.47 

旅行商品の売上 

役員の兼任 

旅行商品の 

売上（注）１ 

394,727 

（注）２ 
売掛金 608,434 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．他の旅行会社との取引と同様に決定しております。 

   ２．上記の金額のうち、取引金額は仕入高と相殺した純額にて表示しております。 

 

４． 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

親会社との取引に際しては、会社法や職務権限規程等の社内規程に基づき、取引条件を検討し

た上で取引を行っております。また、取引に際して当社取締役会での決議を要する場合には、同

社から招聘している取締役の決議不参加を図っております。さらに監査役により、適切な取引が

行われているかを監視しております。 

なお、親会社との取引を行う場合には、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本方針

として、少数株主の利益を害することのないように適切に対応しております。 

 

以 上 


